
    
 

京 都 大 学 に お け る 災 害 等 に 伴 う 休 講 等 の 措 置 等 に 関 す る 取 扱 要 項 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

 （趣旨） 

第１条 この要項は、京都大学（以下「本学」と

いう。）の学生の安全確保のため、災害又は不測

の事態（以下「災害等」という。）が発生した場

合における授業及び定期試験（以下「授業等」

という。）の取扱いに関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 （気象等又は交通機関の運休による休講等の措置） 

 

第２条 本学は、次の各号のいずれかに該当する

場合、別表に定めるところにより、吉田キャン

パス、宇治キャンパス及び桂キャンパスにおい

て、授業休止又は定期試験延期の措置（以下「休

講等の措置」という。）をとる。 

 

 

(1) 京都市又は京都市を含む地域に気象等に関

する特別警報又は暴風警報（以下「気象警報

等」という。）が発表された場合 

(2) 京都市営バスが全面的に運休した場合 

(3) JR西日本（京都線、琵琶湖線、湖西線、奈

良線及び嵯峨野線）、阪急電鉄（京都河原町駅

～大阪梅田駅間）、京阪電鉄（出町柳駅～淀屋

橋駅又は中之島駅間）、近畿日本鉄道（京都駅

～大和西大寺駅間）及び京都市営地下鉄のう

ち、３以上の交通機関が全面的に又は部分的

に運休した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要項は、京都大学（以下「本学」と

いう。）の学生の安全確保のため、災害その他の

本学学生の安全確保が必要な事態（以下「災害

等」という。）が発生し、又は発生するおそれの

ある場合における授業及び定期試験（以下「授

業等」という。）の取扱いに関し必要な事項を定

めるものとする。 

（気象警報等又は交通機関の運休による休講等の

措置） 

第２条 本学は、災害等が発生し、又は発生する

おそれのある場合は、次表に定めるところによ

り、対面により行う授業（京都大学通則（昭和

２８年達示第３号。以下「通則」という。）第３

条第３項により行う授業を除く。）の休止又は定

期試験延期の措置（以下「休講等の措置」とい

う。）をとる。 

キャ

ンパ

ス 

基準 授業等の取

扱い 

吉田

キャ

ンパ

ス 

京都市又は京都市を含

む地域に気象等に関す

る特別警報又は暴風警

報若しくは暴風雪警報

（以下「気象警報等」

という。）が発表された

場合 

別表１に定

めるところ

による。 

京都市営バスが災害等

の発生又は発生のおそ

れにより、全面的に運

休した、又は計画運休

（自然災害による被害

を未然に防ぐために交

通機関があらかじめそ

の運休を決定し、実施

することをいう。以下

同じ。）する場合 

運休 別表

１に定める

ところによ

る。 

 

計画運休 

別表２に定

めるところ

による。 



    
 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 西日本（京都線の京

都駅～大阪駅間、琵琶

湖線の長浜駅～京都駅

間、湖西線の近江塩津

駅～京都駅間、奈良線

の京都駅～奈良駅間及

び嵯峨野線の京都駅～

園部駅間）、阪急電鉄

（京都線の京都河原町

駅～大阪梅田駅間）、京

阪電鉄（京阪本線・鴨

東線・中之島線の出町

柳駅～淀屋橋駅又は中

之島駅間）、近畿日本鉄

道（京都線の京都駅～

大和西大寺駅間）及び

京都市営地下鉄（烏丸

線の国際会館駅～竹田

駅間、東西線の六地蔵

駅～太秦天神川駅間）

のうち、２以上の交通

機関が災害等の発生又

は発生のおそれによ

り、全面的に又は部分

的に運休した、又は計

画運休する場合 

宇治

キャ

ンパ

ス 

宇治市又は宇治市を含

む地域に気象警報等が

発表された場合 

別表１に定

めるところ

による。 

JR西日本（奈良線の京

都駅～奈良駅間）及び

京阪電鉄（宇治線の中

書島駅～宇治駅）の全

ての交通機関が災害等

の発生又は発生のおそ

れにより、全面的に又

は部分的に運休した、

又は計画運休する場合 

運休 別表

１に定める

ところによ

る。 

 

計画運休 

別表２に定

めるところ

による。 



    
 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の場合において、教育担当の理事（以下

「担当理事」という。）が吉田キャンパス、宇治

キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部に

おいて授業等の実施が可能と判断したときは、

当該キャンパスにおいては休講等の措置を終了

する。 

３ 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総

長が指名する理事が、前項の規定により休講等

の措置を終了するものとする。 

４ （略） 

（部局長の判断による休講等の措置） 

第３条 前条に定めるもののほか、授業等を実施

する部局の長（以下「部局長」という。）が学生

の安全確保のため必要があると判断した場合、

当該部局の授業等について休講等の措置をとる

ことができるものとする。 

２ 前項の規定により部局長が休講等の措置をと

桂キ

ャン

パス 

京都市又は京都市を含

む地域に気象警報等が

発表された場合 

別表１に定

めるところ

による。 

京都市営バス、京阪京都

交通バス及びヤサカバ

スの路線のうち、教育担

当理事（以下「担当理事」

という。）が別に定める

路線が災害等の発生又

は発生のおそれにより、

全面的に運休した、又は

計画運休する場合 

運休 別表

１に定める

ところによ

る。 

 

計画運休 

別表２に定

めるところ

による。 

JR西日本（京都線の京都

駅～大阪駅間）及び阪急

電鉄（京都線の京都河原

町駅～大阪梅田駅間）の

全ての交通機関が災害

等の発生又は発生のお

それにより、全面的に又

は部分的に運休した、又

は計画運休する場合 

２ 前項の場合において、担当理事は、各部局の事

情を考慮して、吉田キャンパス、宇治キャンパス

及び桂キャンパスの全部又は一部において授業等

の実施が可能と判断したときは、当該キャンパス

の関係する部局の長と調整の上、当該キャンパス

の全部又は一部の休講等の措置を終了する。 

３ 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総

長が指名する理事が、前項の規定に準じて休講

等の措置を終了するものとする。 

４ （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

改    正    前 改    正    後 

った場合の当該措置の終了は、当該部局長が決

定する。 

３ 前項の規定にかかわらず、部局長が前項の規

定により措置の終了を決定する前に、当該措置

の原因となった災害等に関連して、前条第１項

又は次条第１項の規定により当該措置の対象と

なった部局を含んだ範囲における休講等の措置

がとられた場合、部局長がとった休講等の措置

は前条第１項又は次条第１項の規定による休講

等の措置に含まれるものとみなし、その終了は、

別表又は次条第２項の規定によるものとする。 

４ 部局長は、第１項の規定により休講等の措置

をとった場合及び第２項の規定により休講等の

措置を終了した場合、速やかに担当理事に報告

するものとする。 

（不測の事態が発生した場合の休講等の措置） 

第４条 前２条に定めるもののほか、吉田キャン

パス、宇治キャンパス又は桂キャンパスを含む

地域に不測の事態が発生し、担当理事が学生の

安全確保のため特に必要があると判断した場

合、吉田キャンパス、宇治キャンパス又は桂キ

ャンパスの全部又は一部において、休講等の措

置をとることができるものとする。 

 

２ 前項の規定により担当理事が休講等の措置を

とった場合の当該措置の終了は、担当理事が決

定する。 

３ 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総

長が指名する理事が、第１項の規定による休講

等の措置をとり、又は前項の規定により休講等

の措置を終了するものとする。 

４ 担当理事又は前項の総長が指名する理事は、

第１項の規定により休講等の措置をとった場合

及び第２項の規定により休講等の措置を終了し

た場合、速やかに総長に報告するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （理事の判断による休講等の措置） 

第３条 前条に定めるもののほか、担当理事は、

各部局の事情を考慮して、吉田キャンパス、宇

治キャンパス及び桂キャンパスの全部又は一部

において学生の安全確保のため休講等の措置を

とる必要があると判断したときは、当該キャン

パスの関係する部局の長と調整の上、当該キャ

ンパスの全部又は一部において休講等の措置を

とることができるものとする。 

 

 

 

２ 担当理事に事故があるときは、あらかじめ総

長が指名する理事が、前項の規定に準じて休講

等の措置をとるものとする。 

 

３ 担当理事又は前項の総長が指名する理事は、

前２項の規定により休講等の措置をとった場合

は、速やかに総長に報告するものとする。 

 

４ 前条第２項から第４項までの規定は、第１項

及び第２項の規定による休講等の措置をとった

場合の当該措置の終了及び総長への報告につい

て準用する。 



    
 

改    正    前 改    正    後 

（危機対策本部を設置した場合における休講等

の措置） 

第５条 前３条に定めるもののほか、本学は、吉

田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパ

スを含む地域で震度６弱以上の地震が発生した

場合、危機管理計画に基づき、吉田キャンパス、

宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、当

分の間、休講等の措置をとる。 

２ 前項に定めるもののほか、京都大学危機管理

規程（平成２３年達示第６４号）第９条第１項

に基づき危機対策本部が設置され、当該危機対

策本部の本部長（以下「本部長」という。）が学

生の安全確保のため必要があると判断した場

合、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キ

ャンパスの全部又は一部において、当分の間、

休講等の措置をとる。 

３     （略） 

４ 第２条第２項、第３条第２項及び第３項並び

に前条第２項の規定にかかわらず、 前３条の規

定による休講等の措置後、当該措置を終了する

までの間に、当該措置の原因となった災害等に

関連して危機対策本部が設置された場合の当該

措置の終了は、本部長が、当該災害等に係る諸

状況を勘案して決定する。 

（休講等の措置の周知方法） 

第６条 第２条から前条までの規定による休講等

の措置及び当該措置の終了については、KULASIS 

Information、本学ホームページ等を通じて、学

生及び関係者に周知する。 

 

 

 

 

（通学が困難な場合の救済措置） 

第７条 第２条から第５条までの規定による休講等

の措置をとらない場合であっても、次の各号のい

ずれかに該当する事態が発生したことにより学生

が授業等に出席できなかったときは、当該学生か

らの別紙様式による申出により、部局長は当該学

（危機対策本部を設置した場合における休講等

の措置） 

第４条 前２条に定めるもののほか、本学は、吉

田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キャンパ

スを含む地域で震度６弱以上の地震が発生した

場合、危機管理計画に基づき、吉田キャンパス、

宇治キャンパス及び桂キャンパスにおいて、当

分の間、休講等の措置をとる。 

２ 前項に定めるもののほか、京都大学危機管理

規程（平成２３年達示第６４号）第９条第１項

に基づき危機対策本部が設置され、当該危機対

策本部の本部長（以下「本部長」という。）が学

生の安全確保のため必要があると判断した場合

は、吉田キャンパス、宇治キャンパス及び桂キ

ャンパスの全部又は一部において、当分の間、

休講等の措置をとる。 

３     （同 左） 

４ 第２条第２項及び第３項並びに前条第４項の

規定にかかわらず、前２条の規定による休講等

の措置後、当該措置を終了するまでの間に、当

該措置の原因となった災害等に関連して危機対

策本部が設置された場合の当該措置の終了は、

本部長が、当該災害等に係る諸状況を勘案して

決定する。 

（休講等の措置の周知方法） 

第５条 前３条の規定による休講等の措置及び当

該措置の終了については、KULASIS 及び本学ホー

ムページ等を通じて、学生及び関係者に周知す

る。 

（定期休業日に行う授業の休止の措置） 

第６条 通則第３条第３項の定期休業日に行う授

業の休止の措置に関し必要な事項は、当該授業

を開講する部局の長が定める。 

（通学が困難な場合の救済措置） 

第７条 第２条から第４条までの規定による休講等

の措置をとらない場合であっても、次の各号のい

ずれかに該当する事態が発生したことにより学生

が授業等に出席できなかったときは、当該学生か

らの所定の欠席届の提出により、部局長は当該学



    
 

改    正    前 改    正    後 

生に対して必要な措置をとることができる。 

(1)    （略） 

(2) 居住地を含む地域における避難指示（緊急）

又は避難勧告の発令 

(3)・(4) （略） 

（休講等の措置の代替措置） 

第８条 災害等により休講となった授業は、原則

として補講を行うものとする。ただし、授業担

当教員の判断により、レポートその他の当該授

業に相当する学修を課すこと等により代替措置

とすることができる。 

２ 災害等により延期となった定期試験の実施方

法は、必要に応じて部局間で調整を行った上で、

当該定期試験を実施する部局が定める。 

 

（その他） 

第９条 この要項に定めるもののほか、第３条第

１項の休講等の措置及び同条第２項の措置の終

了に関し必要な事項は当該措置をとった部局長

が、その他災害等が発生した場合の授業等の取

扱いに関し必要な事項は、総長が定める。 

 

 

別表 

１・２時限の授業及び定期試験の取扱い 
状況 授業及び定期試験の

取扱い 

(1) 午前６時３０

分の時点で第２

条第１項各号の

いずれかに該当

する場合 

 

(2) 午前６時３０

分から午前８時

４５分までの間

に第２条第１項

各号のいずれか

に該当すること

となった場合 

 

生に対して必要な措置をとることができる。 

(1)    （同 左） 

(2) 居住地を含む地域における避難指示の発令 

 

(3)・(4) （同 左） 

（休講等の措置の代替措置） 

第８条 災害等の発生又は発生のおそれにより休

講となった授業は、原則として補講を行うもの

とする。ただし、授業担当教員の判断により、

レポートその他の当該授業に相当する学修を課

すこと等により代替措置とすることができる。 

２ 災害等の発生又は発生のおそれにより延期と

なった定期試験の実施方法は、必要に応じて部

局間で調整を行った上で、当該定期試験を実施

する部局が定める。 

（その他） 

第９条 この要項に定めるもののほか、災害等が

発生し、又は発生するおそれのある場合の授業

等の取扱いに関し必要な事項は、担当理事が定

める。 

 

   附 則（令和７年１月総長裁定） 
 この要項は、令和７年４月１日から実施する。 
別表１ 

１・２時限の授業等の取扱い 
状況 
 

授業等の取扱い 

(1) 午前６時３０分

の時点で気象警報

等が発表され、又は

交通機関の運休が

発生している場合 

 

(2) 午前６時３０分

から午前８時４５

分までの間に気象

警報等が発表され、

又は交通機関の運

休が発生すること

となった場合 

 
（同 左） （略） 



    
 

改    正    前 改    正    後 

(3) 午前８時４５

分から午前１０

時３０分までの

間に第２条第１

項各号のいずれ

かに該当するこ

ととなった場合 

２時限は、休講等の措

置をとる。 

１時限の授業及び定

期試験はそのまま続

けるが、学生の安全確

保上緊急を要すると

担当理事が認める場

合は、１時限の途中か

らでも休講等の措置

をとる。 

(4) 午前１０時３

０分から午前１

２時００分まで

の間に第２条第

１項各号のいず

れかに該当する

こととなった場

合 

２時限の授業及び定

期試験はそのまま続

けるが、学生の安全確

保上緊急を要すると

担当理事が認める場

合は、２時限の途中か

らでも休講等の措置

をとる。 

３・４・５時限の授業及び定期試験の取扱い 
状況 授業及び定期試験の

取扱い 

(1) 午前６時３０分

から午前１０時３

０分までの間に第

２条第１項各号の

いずれにも該当し

なくなった場合 

 

(2) 午前１０時３０

分の時点で第２条

第１項各号のいず

れかに該当する場

合 

 

(3) 午前１０時３０

分から午後１時０

０分までの間に第

２条第１項各号の

いずれかに該当す

ることとなった場

合 

(4) 午後１時００分 ４・５時限は、休講等

(3) 午前８時４５分

から午前１０時３

０分までの間に気

象警報等が発表さ

れ、又は交通機関の

運休が発生するこ

ととなった場合 

２時限は、休講等の措

置をとる。 

１時限の授業等はそ

のまま続けるが、学生

の安全確保上緊急を

要すると担当理事が

認める場合は、１時限

の途中からでも休講

等の措置をとる。 

 

(4) 午前１０時３０

分から午前１２時

００分までの間に

気象警報等が発表

され、又は交通機関

の運休が発生する

こととなった場合 

２時限の授業等はそ

のまま続けるが、学生

の安全確保上緊急を

要すると担当理事が

認める場合は、２時限

の途中からでも休講

等の措置をとる。 

 

３・４・５時限の授業等の取扱い 
状況 
 

授業等の取扱い 

(1) 午前６時３０分か

ら午前１０時３０分

までの間に気象警報

等が解除され、又は

交通機関の運休が終

了した場合 

 

(2) 午前１０時３０分

の時点で気象警報等

が発表され、又は交

通機関の運休が発生

している場合 

 

(3) 午前１０時３０

分から午後１時１

５分までの間に気

象警報等が発表さ

れ、又は交通機関の

運休が発生するこ

ととなった場合 

(4) 午後１時１５分 ４・５時限は、休講等

（略） （同 左） 



    
 

改    正    前 改    正    後 

から午後２時４５

分までの間に第２

条第１項各号のい

ずれかに該当する

こととなった場合 

の措置をとる。 

３時限の授業及び定

期試験はそのまま続

けるが、学生の安全確

保上緊急を要すると

担当理事が認める場

合は、３時限の途中か

らでも休講等の措置

をとる。 

(5) 午後２時４５分

から午後４時３０

分までの間に第２

条第１項各号のい

ずれかに該当する

こととなった場合 

５時限は、休講等の措

置をとる。 

４時限の授業及び定

期試験はそのまま続

けるが、学生の安全確

保上緊急を要すると

担当理事が認める場

合は、４時限の途中か

らでも休講等の措置

をとる。 

(6) 午後４時３０分

から午後６時００分

までの間に第２条第

１項各号のいずれか

に該当することとな

った場合 

５時限の授業及び定期

試験はそのまま続ける

が、学生の安全確保上

緊急を要すると担当理

事が認める場合は、５

時限の途中からでも休

講等の措置をとる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

から午後３時００

分までの間に気象

警報等が発表され、

又は交通機関の運

休が発生すること

となった場合 

の措置をとる。 

３時限の授業等はそ

のまま続けるが、学生

の安全確保上緊急を

要すると担当理事が

認める場合は、３時限

の途中からでも休講

等の措置をとる。 

 

(5) 午後３時００分

から午後４時４５

分までの間に気象

警報等が発表され、

又は交通機関の運

休が発生すること

となった場合 

５時限は、休講等の措

置をとる。 

４時限の授業等はそ

のまま続けるが、学生

の安全確保上緊急を

要すると担当理事が

認める場合は、４時限

の途中からでも休講

等の措置をとる。 

 

(6) 午後４時４５分

から午後６時１５

分までの間に気象

警報等が発表され、

又は交通機関の運

休が発生すること

となった場合 

５時限の授業等はそ

のまま続けるが、学生

の安全確保上緊急を

要すると担当理事が

認める場合は、５時限

の途中からでも休講

等の措置をとる。 

別表２ 

状況 授業等の取扱い 

(1) 午後０時３０分

より前に計画運休

が開始される場合 

第２条第２項に規定

する休講等の措置の

終了の時まで休講等

の措置をとる。 

(2) 午後０時３０分

から午後２時４５

分までの間に計画

運休が開始される

場合 

１時限は授業等を実

施し、２・３・４・５

時限は第２条第２項

に規定する休講等の

措置の終了の時まで

休講等の措置をとる。 

(3) 午後２時４５分 １・２時限は授業等を



    
 

改    正    前 改    正    後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式 

から午後５時００

分までの間に計画

運休が開始される

場合 

実施し、３・４・５時

限は第２条第２項に

規定する休講等の措

置の終了の時まで休

講等の措置をとる。 

(4) 午後５時００分

から午後６時４５

分までの間に計画

運休が開始される

場合 

１・２・３時限は授業

等を実施し、４・５時

限は第２条第２項に

規定する休講等の措

置の終了の時まで休

講等の措置をとる。 

(5) 午後６時４５分

から午後８時３０

分までの間に計画

運休が開始される

場合 

１・２・３・４時限は

授業等を実施し、５時

限は第２条第２項に

規定する休講等の措

置の終了の時まで休

講等の措置をとる。 
 

 


